
住宅用火災警報器の設置場所
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階段を上つたところの

天丼に設置しましょう。

できれば、廊下の天丼
にも。

義務ではありませんが、設置が望まれ

ます。火災以外の煙を感矢口する恐れが

あるため、「熱式」の警報器をつけると
よいでしょう。ガス漏れ感矢口機能をも
った複合型警報器もあります。


